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(57)【要約】
本発明は、中央演算処理装置（１２）および不揮発性ラ
ンダムアクセスメモリ（３４）を備えるデータ処理用の
装置（１０）に関する。中央演算処理装置（１２）およ
び不揮発性ランダムアクセスメモリ（３４）が、メモリ
バス（１４、１６、２０、３２）を介して接続される。
前記装置（１０）を動作させるオペレーティングシステ
ムに関するデータが、前記不揮発性ランダムアクセスメ
モリ（３４）内に少なくとも部分的に格納され、前記装
置（１０）を動作させるためにオペレーティングシステ
ムが使用するメモリは、少なくとも部分的には前記不揮
発性メモリ（３４）である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央演算処理装置（１２）と、不揮発性ランダムアクセスメモリを装着するためのメモ
リバス（１４、１６、２０、３２）とを備えるデータ処理用の装置（１０）であって、
　前記装置（１０）を動作させるのに使用されるオペレーティングシステムに関するデー
タが、少なくとも部分的に前記不揮発性ランダムアクセスメモリ（３４）内に格納され、
および、
　前記装置（１０）を動作させるために前記オペレーティングシステムが使用するメモリ
が、少なくとも部分的に前記不揮発性ランダムアクセスメモリ（３４）である、装置（１
０）。
【請求項２】
　前記装置（１０）が備える唯一の記録可能メモリが前記不揮発性ランダムアクセスメモ
リ（３４）である、請求項１に記載の装置（１０）。
【請求項３】
　前記不揮発性ランダムアクセスメモリ（３４）が、前記装置（１０）から物理的に着脱
可能な前記装置（１０）の構成要素（４２）内に配置される、請求項１または２に記載の
装置（１０）。
【請求項４】
　前記メモリバス接続（１４、１６、２０、３２）が、前記中央演算処理装置（１２）と
前記不揮発性ランダムアクセスメモリ（３４）との間のピン（４４）のダイレクトワイヤ
接続（５０）またはプラグ接続（４６）によって実現される、請求項１から３のうちの一
項に記載の装置（１０）。
【請求項５】
　前記メモリバス（１４、１６、２０、３２）はＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ接続である、請
求項４に記載の装置（１０）。
【請求項６】
　前記不揮発性ランダムアクセスメモリ（３４）が種々の仮想セククション（３８、４０
）に分割される、前記請求項のうちの一項に記載の装置（１０）。
【請求項７】
　少なくとも１つの仮想セククション（４０）がデータ記憶用に使用され、および、別の
仮想セククション（３８）がデータを処理するための１次メモリとして使用される、請求
項６に記載の装置（１０）。
【請求項８】
　前記仮想セククション（３８、４０）のサイズは動的に割り当て可能である、請求項６
または７に記載の装置（１０）。
【請求項９】
　前記不揮発性ランダムアクセスメモリ（３８）は、相変化ランダムアクセスメモリ、磁
気ランダムアクセスメモリ、強誘電体ランダムアクセスメモリ、およびナノチューブＲＡ
Ｍデバイスのうちの１つである、前記請求項のうちの一項に記載の装置（１０）。
【請求項１０】
　パーソナルコンピュータ、マイクロプロセッサ、組込みプラットフォーム、セットトッ
プボックス、およびメディアレコーダのうちの１つである、前記請求項のうちの一項に記
載の装置（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中央演算処理装置および不揮発性ランダムアクセスメモリを備えるデータ処
理用の装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　図４を参照すると、データ処理用の装置１０、特にコンピュータシステム、ホームエン
ターテイメントデバイスなどの典型的なアーキテクチャが示されている。以下ではＣＰＵ
と呼ぶ中央演算処理装置１２が、フロントサイドバス１４を介してノースブリッジ１６に
接続される。ＲＡＭとも呼ばれるランダムアクセスメモリ１８がノースブリッジ１６に接
続される。ノースブリッジ１６およびサウスブリッジ２０が、図４に示す、データ処理用
の装置１０のバスシステムを構築する。ノースブリッジ１６とサウスブリッジ２０が、例
えばダイレクトメディアインターフェース２２を介して接続される。データストレージデ
バイス２４、例えばハードディスクなどが、Ｓ－ＡＴＡインターフェース２６を介してサ
ウスブリッジ２０に接続される。さらに、いくつかのＵＳＢポート２８およびＰＣＩスロ
ット３０がサウスブリッジ２０に接続される。
【０００３】
　通常、標準的なランダムアクセスメモリデバイス（ＲＡＭ）、例えばＳＤＲＡＭ（ｓｙ
ｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）ま
たはＤＤＲ－ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲＡＭ（ｄｏｕｂｌｅ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ　ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｏｕｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）デバイス
がランダムアクセスメモリ１８として使用される。これらのデバイスは高速のデータ転送
レートを実現する。しかし、これらのメモリは揮発性メモリであり、記憶容量がいくぶん
限定される。一方、データストレージデバイス２４、例えば従来型ハードディスクドライ
ブまたはフラッシュメモリデバイスの提供するデータ転送レートは低いが、不揮発性であ
り、大記憶容量を有する。
【０００４】
　図４に示すようなシステムアーキテクチャを有するマシン上で動作するオペレーティン
グシステムの起動シーケンス（ブーティング）の間に、データストレージデバイス２４上
に通常は格納されるオペレーティングシステムに関するデータをこのデバイスから読み取
らなければならず、サウスブリッジ２０およびノースブリッジ１６を介してランダムアク
セスメモリ１８にコピーしなければならない。データストレージデバイス２４のデータ転
送レートが限定され、データがランダムアクセスメモリ１８に達するまでの経路が長いた
めに、そのような装置のブーティングに数分かかることがある。そのようなシステムをシ
ャットダウンすべき場合に同じ課題が生じる。ＣＰＵ１２によって現在処理中のデータが
ランダムアクセスメモリ１８に格納され、パワーダウンによってデータを失わないために
、データをデータストレージデバイス２４にコピーしなければならない。別の課題は、例
えば停電による突然の電力喪失である。揮発性ランダムアクセスメモリ１８に格納された
すべてのデータが失われ、オペレーティングシステムが不定の状況で停止し、それぞれの
システムの次のブートアップ時に、時間のかかる電力障害リスタート手順が必要となる。
【０００５】
　フラッシュメモリ構成からコードを直接実行するデバイス、方法、およびシステムが開
示されている（例えば、特許文献１参照）。このシステムは、バスシステムを介してＣＰ
ＵおよびＲＡＭと通信するフラッシュベースのユニットを備える。コードを実行するため
に、ＣＰＵはＲＡＭからコードを読み取るが、コードはフラッシュベースのユニットに格
納される。このフラッシュベースのユニットは、フラッシュメモリと直接通信する揮発性
メモリ構成要素を特徴とする点で既知のユニットとは異なる。
【０００６】
　別のデータストレージデバイスが知られている（例えば、特許文献２参照）。開示され
たデバイスは、コントローラ、ＦｅＲＡＭユニット、およびフラッシュメモリユニットを
備える。高データ転送レートを提供するＦｅＲＡＭに着信データを格納することにより、
データ転送レートの向上を達成することができる。後で、コントローラが、はるかに大き
いデータ容量を提供するフラッシュメモリユニットにデータをシフトしている。
【０００７】
　大きなＲＡＭストレージを提供することによってコンピュータシステムのブーティング
速度を向上させることができるが（例えば、特許文献３参照）、ＲＡＭ用の別々の電源が
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必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／００２８７０８　Ａ１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／００５０２６１　Ａ１号明細書
【特許文献３】米国特許第７０４７３５６　Ｂ２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、従来技術から知られている欠陥に関して改善されたデータ処理用の装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　課題は、独立請求項の主題によって解決される。本発明の有利な実施形態は、従属請求
項の主題である。
【００１１】
　本発明によるデータ処理用の装置は、中央演算処理装置と、不揮発性ランダムアクセス
メモリを接続するためのメモリバスとを備える。上記装置を動作させるのに使用されるオ
ペレーティングシステムに関するデータが、上記不揮発性ランダムアクセスメモリ内に少
なくとも部分的に格納される。上記装置を動作させるためにオペレーティングシステムが
使用するメモリは、少なくとも部分的には上記不揮発性ランダムアクセスメモリである。
【００１２】
　本発明による装置の概念は、以下の考慮すべき点に基づく。
【００１３】
　従来技術から知られているコンピュータシステムは、複数の異なるタイプのメモリおよ
びストレージデバイスを備える。これは、あらゆるタイプのストレージがそれ自体の非常
に特有の利点および欠点を有することのためであり、例えばハードディスクは巨大な記憶
容量を提供するが、提供するデータ転送レートが限定され、ランダムアクセス特性を提供
しない。一方、例えばＤＤＲ－ＳＤＲＡＭは高データ転送レートを提供するが、記憶空間
に対するコストが高いために、その記憶容量はいくぶん限定される。ハードディスクはデ
ータを永続的に格納するが、典型的なランダムアクセスメモリは揮発性である。
【００１４】
　それぞれのタイプのメモリの利点を強調するために、今日のコンピュータから知られて
いる典型的なアーキテクチャが開発された。しかし、このアーキテクチャは著しい欠点を
有する。相異なるメモリを相互接続し、管理する必要性のために、データスループットが
限定される長いデータ経路が開発された。
【００１５】
　不揮発性ランダムアクセスメモリの記憶空間の可用性およびコストに関して行われた最
近の改良は、前述の課題を克服する完全に新しいコンピュータアーキテクチャの可能性を
提供する。データの永続的大容量記憶用に使用されるメモリ、通常は、例えばユーザデー
タ、オペレーティングシステムに関するデータ、アプリケーションプログラムなどの記憶
用のハードディスクと、データ処理用に使用されるランダムアクセスメモリ、例えばＤＤ
Ｒ－ＳＤＲＡＭデバイスとを単一のインテグレーテッドメモリとして設計することができ
る。不揮発性ランダムアクセスメモリが、データの永続的大容量記憶用のメモリならびに
ＣＰＵによるデータ処理用のメモリとして動作することができる。
【００１６】
　有利には、例えば、従来技術から知られているコンピュータ内のハードディスクドライ
ブ上に通常は格納される別のアプリケーションプログラムに関するデータについてのアク
セス時間が著しく短縮される。特にコンピュータの起動中に時間のかかるプロセスである
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、コンピュータのハードディスクドライブからメインランダムアクセスメモリにそれぞれ
のデータをコピーすることの代わりに、ＣＰＵは、不揮発性ランダムアクセスメモリ内の
所望のデータに直接アクセスすることができる。結果は、ブーティングシーケンスが高速
となり、システム性能が改善される。
【００１７】
　好ましくは、装置によって備えられる唯一の記録可能メモリが上記不揮発性ランダムア
クセスメモリである装置が提供される。
【００１８】
　記録可能メモリは、頻繁な読取り－書込みプロセスのために使用されるメモリ、すなわ
ちコンピュータの標準動作中に使用されるメモリであることが理解される。従来技術から
知られているコンピュータシステムでは、メインランダムアクセスメモリ、例えばＳＤＲ
ＡＭ、および大容量ストレージデバイス、例えばハードディスクはそのような記録可能メ
モリである。書換え可能ＣＤまたはＤＶＤならびにメモリスティックなどは、ここではそ
のような記録可能メモリとして理解されない。
【００１９】
　有利には、本発明によるコンピュータシステムは、１つのタイプの記録可能メモリだけ
を備える。その結果、コンピュータのアーキテクチャが単純化される。
【００２０】
　好ましくは、不揮発性ランダムアクセスメモリが装置から物理的に着脱可能な装置の構
成要素内に配置される装置が提供される。
【００２１】
　ユーザデータならびにアプリケーションプログラムおよびオペレーティングシステムに
関するデータが、不揮発性ランダムアクセスメモリ内に格納される。第１のコンピュータ
システムから上記不揮発性ランダムアクセスメモリを切り離し、それを第２の別のコンピ
ュータシステムに接続することにより、第１のコンピュータシステムで開始したコンピュ
ータ作業を、第２のコンピュータシステムを使用して続行することができる。提案するコ
ンピュータアーキテクチャにより、コンピュータシステムの非常に柔軟な変更が可能とな
り、現状態のメインメモリがランダムアクセスメモリの不揮発性によって保護されること
により、起動シーケンスさえも不要となる。当該の相異なるコンピュータシステムは、相
異なる周辺機器、例えばディスプレイや入力デバイスなどの相異なるＩ／Ｏハードウェア
を備えることがある。相異なるコンピュータシステム間で円滑な変更を可能にするために
、それぞれのシステムに割り当てられたハードウェアプロファイルを不揮発性ランダムア
クセスメモリ内に格納することができる。
【００２２】
　有利には、ランダムアクセスメモリは、上記装置によって備えられる唯一の記録可能メ
モリであり、上記装置から物理的に着脱可能な装置の構成要素内に配置される。
【００２３】
　単にコンピュータシステムで別のメモリが利用可能でないために、ユーザデータ、特に
個人データまたは機密データを格納することができるのは、不揮発性ランダムアクセスメ
モリだけである。コンピュータシステムからメモリを切り離すことにより、ユーザはすべ
ての個人データを持ち運ぶことができる。したがって、外部コンピュータシステムが一時
的に使用され、またはコンピュータシステムが別のユーザによって一時的に使用される場
合に、個人データが思いがけずに拡散され、または紛失する危険がない。
【００２４】
　好ましくは、メモリバス接続が、中央演算処理装置と不揮発性ランダムアクセスメモリ
との間のピンのダイレクトワイヤ接続またはプラグ接続によって実現される装置が提供さ
れる。好ましくは、メモリバスはＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ接続である。
【００２５】
　良好なシステム性能を達成するためには、メモリとＣＰＵとの間に高データ転送レート
が必要である。したがって、ＣＰＵと不揮発性ランダムアクセスメモリとの間の直接的か
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つ高速の接続が好ましい。
【００２６】
　有利には、不揮発性ランダムアクセスメモリが種々の仮想セククションに分割される装
置が提供される。好ましくは、少なくとも１つの仮想セククションがデータ記憶用に使用
され、別の仮想セククションがデータを処理するための１次メモリとして使用される。一
改良によれば、仮想セククションのサイズが動的に割り当て可能である。
【００２７】
　有利には、不揮発性ランダムアクセスメモリは、相変化ランダムアクセスメモリ（ＰＣ
ＲＡＭ）、磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ）、強誘電体ランダムアクセスメモリ
（ＦＲＡＭ）、またナノチューブ（Ｎａｎｏｔｕｂｅ）ＲＡＭデバイスである。
【００２８】
　上述のタイプの不揮発性ランダムアクセスメモリデバイスは、現在および将来の応用例
に対する有望な候補である。これらは市販されており、または市販される予定であり、本
発明の装置の高信頼性のランダムアクセスメモリに関する要件を満たす。
【００２９】
　本発明の別の実施形態によれば、パーソナルコンピュータ、マイクロプロセッサ、組込
みプラットフォーム、セットトップボックス、またはメディアレコーダのうちの１つであ
る装置が提供される。明らかに、前述のコンピュータアーキテクチャは、これらの電子デ
バイスにとって有利である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　以下では、添付の図および図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。各図の同
様の細部または対応する細部が同一の参照番号でマークされる。
【００３１】
【図１ａ】従来技術から知られている概略コンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図１ｂ】本発明の一実施形態による概略コンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図１ｃ】本発明の一実施形態による概略コンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図１ｄ】本発明の一実施形態による概略コンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図２ａ】従来技術から知られている概略コンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図２ｂ】本発明の一実施形態による概略コンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図３】不揮発性メモリの割振りを示す略図である。
【図４】従来技術から知られているコンピュータアーキテクチャを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１ａに、従来技術から知られているコンピュータアーキテクチャの略図を示す。中央
演算処理装置（ＣＰＵ）１２がバスシステム３２に接続される。バスシステムは、１つま
たは複数の接続ピンを有する２つまたはそれよりも多くのデバイス、例えばＣＰＵとメモ
リを接続するための接続手段であると理解される。バスシステムは、デバイスの接続ピン
をパラレルに、シリアルに、または、パラレル配置される複数のシリアル接続で接続する
。ランダムアクセスメモリ１８としてのＳＤＲＡＭデバイスと、データストレージデバイ
ス２４としてのハードディスクドライブもバスシステム３２に接続される。
【００３３】
　一方、図１ｂに示すように、本発明の一実施形態によれば、ランダムアクセスメモリ１
８とデータストレージデバイス２４の両方が、単一の不揮発性ランダムアクセスメモリ３
４、すなわちＰＣＲＡＭデバイスによって置き換えられる。図１ａからわかるように、Ｃ
ＰＵ１２がバスシステム３２に接続される。ＣＰＵ１２と不揮発性ランダムアクセスメモ
リ３４とはバスシステム３２を介して通信する。メモリバス３２と不揮発性ランダムアク
セスメモリ３４との間の接続は、ダイレクトワイヤ接続５０または図１ｃに示すようなプ
ラグ４６によって実現される接続である。図１ｃでは、不揮発性ランダムアクセスメモリ
３４は物理的に着脱可能な構成要素４２の中にある。構成要素４２は、ピン４４のプラグ
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接続４６を介してメモリバス３２に接続可能である。あるいは、図１ｄに示すようなメモ
リバス３２と不揮発性ランダムアクセスメモリ３４との間のワイヤレス接続も使用可能で
ある。ワイヤレス接続では、不揮発性ランダムアクセスメモリ３４を備える構成要素４２
が、アンテナ４８と、それに接続されたワイヤレス接続を介して送信すべきデータを準備
する手段（図示せず）とを有する。一方、ワイヤレス接続手段（図示せず）およびアンテ
ナ（図示せず）がメモリバス３２に接続される。ＣＰＵ１２からのデータ通信が、メモリ
バス３２を介してワイヤレス接続手段（図示せず）に対して実施され、その後、ワイヤレ
ス経路を介して、不揮発性ランダムアクセスメモリ３４を備える構成要素４２に接続され
たアンテナ４８に対して実施される。あるいは、ＣＰＵ１２と不揮発性ランダムアクセス
メモリ３４との間の接続が光接続として実現される。
【００３４】
　図２ａに、従来技術から知られている別の概略的コンピュータアーキテクチャを示す。
ここで図示するコンピュータシステムでは、バスシステムがノースブリッジ１６とサウス
ブリッジ２０に分割される。ＣＰＵ１２が、フロントサイドバス１４を介してノースブリ
ッジ１６に接続される。さらに、ランダムアクセスメモリ１８がノースブリッジ１６に接
続される。データストレージデバイス２４、例えばハードディスクドライブ、および周辺
機器３６、例えばプリンタ、ネットワークカードなどが、サウスブリッジ２０に接続され
る。
【００３５】
　一方、本発明の別の実施形態によれば、ランダムアクセスメモリならびにデータストレ
ージデバイスとして動作する不揮発性ランダムアクセスメモリ３４が、図２ｂに示すよう
にノースブリッジ１６に直接接続される。したがって、ＣＰＵ１２と不揮発性ランダムア
クセスメモリ３４との間の通信のために高速データバスが利用可能である。図２ａからわ
かるように、さらに周辺機器がサウスブリッジ２０に接続される。
【００３６】
　図３に、不揮発性ランダムアクセスメモリ３４のアロケーションの略図を示す。単に一
例として、図３の左側部分に示すように、不揮発性ランダムアクセスメモリ３４の容量は
１００ＧＢｙｔｅであるべきである。図３の右側部分に示すように、不揮発性ランダムア
クセスメモリ３４の記憶空間が、１ＧＢｙｔｅのサイズを有する第１のセククション３８
と、９９ＧＢｙｔｅのサイズを有する第２のセククション４０とに割り当てられる。別の
例として、第１の小さい方のセククション３８がデータ処理用に使用され、第２の大きい
方のセククション４０が、データ、例えばユーザデータ、オペレーティングシステムに関
するデータなどの永続的記憶用に使用される。データ処理用に予め定めた部分３８と、記
憶用に予め定めた部分４０とに統一記憶メモリを分割することは、記憶用に使用される大
きい方のセククション４０でファイルシステム構造を使用できるという利点を有する。こ
れにより、メモリの大きい方のセククション４０のアドレス指定が容易になる。メモリの
記憶部分４０とメモリの処理部分３８との間のデータのコピーが高速に実施される。コピ
ープロセスが１つのメモリ３４において実現されるからである。したがって、やはりメモ
リを記憶部分４０および処理部分３８で構築することにより、複合デバイスの利点が実現
される。好ましくは、第１のセククション３８および第２のセククション４０のサイズが
動的に割り当てられる。好ましくは、第１のセククション３８と第２のセククション４０
との間の割振りが、コンピュータシステムの実際の作業負荷、または上記メモリが物理的
に着脱可能なエンティティ内に配置される場合は不揮発性ランダムアクセスメモリ３４の
現在の使用に依存する。
【００３７】
　コンピュータが高作業負荷に直面する場合にシステムの性能を改善するために、データ
を処理するために使用される不揮発性メモリの第１のセククション３８のサイズを拡大す
ることができる。不揮発性ランダムアクセスメモリ３４が複数の異なるコンピュータシス
テムに対して作業するユーザに関するパーソナルワークベンチとして使用される場合、シ
ステムの性能は主な焦点ではない。したがって、ユーザに大きい記憶容量を提供するため
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に、不揮発性ランダムアクセスメモリ３４の第２のセククション４０のサイズを可能な限
り大きく選ぶことができる。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】
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【図２ｂ】

【図３】

【図４】
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